
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

●営業統括 C 毎の標準数    →示し方を含めて検討中 

●各駅の業務執行体制      →業務量に基づき検討中 

●管理者の配置           →各駅に必ず配置ではないが、具体的な箇所は検討中 

●作業ダイヤ             →実態に合わせ駅毎に作成。営業統括 C所長が承認。 

●事業場単位            →各営業統括 C を１つの事業場とする考え。 

●３６協定             →（現行の）３６協定締結期間内は現行のものが有効｡営業統括 C と  

して３６協定を届け出た時に受理されるかどうかは労基署判断。 

●在勤指定             →各営業統括 C に在籍であり、エリア内の駅全てで勤務することが可能と 

なり、勤務表にて勤務指定を行う。 

●担務指定             →担務はなくなる。資格を必要とする業務については現行通り資格を有する 

社員に勤務指定する。 

●LC 深度化施策対象者     →職務手当が支払われる業務に就くが、見習い後は他駅で同様の業務に 

就く場合もある｡ 

●通勤手当             →最も遠い勤務地が基本であるが、実態に合わせて支払う。 

●都市手当・寒冷地手当     →営業統括 C内で最も支給額が多い駅に合わせた額を支払う。 

●勤務作成             →営業統括 C毎に勤務作成していく予定であるが、各駅毎に勤務を作成 

するかどうかは検討中。 

●仮年休制度           →今後も継続していく。 

●権限譲渡する一部支社機能 →運転指導業務や営業指導業務をイメージしている｡ 

●ワーキンググループの目的・役割                                            

→職場の声や特情（始終業時間の違い等）を持ち合い､今後どうしていくかに      

ついて等を議論する目的で支社が招集・設置し､ビジネス推進部が主体である｡ 

人選については支社と現場長とで決定し、WG に決定権はない。 

●各地区 C 主催の訓練や研修 →営業統括C が主催して行っていく｡ 

●制服等の貸与品の取り扱い  →勤務指定に従って社員各自が管理｡ロッカーなど配置については検討中。 

●営業統括 C 間の連携     →営業統括C間の話し合いに基づき所長等が決定する｡跨る事象については

現行と同様、その都度判断する。 

●管理駅・非管理駅       →現行と変えるつもりはない｡ 

●運輸職場との連携・兼務のエリアや業務内容 

→基本的にはエリア内の営業統括 C との連携になるが､全社員が柔軟な働き

方をすることを目指す施策であるので､乗務員が駅を兼務することもあり得る

（時間単位・日単位の兼務がある）。全ての社員を兼務する場合もある。 


